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第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会島根県準備委員会 

第３回常任委員会 書面開催項目 

                  期日：令和５年３月９日(木) 

１ 報  告    

○報告事項１  第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

島根県準備委員会 常任委員の変更             P3 

○報告事項２  これまでの大会準備経過                                    P4 

○報告事項３  第２回常任委員会以降の決定事項 

（第２回総会及び第３回総会決定）             P6 

○報告事項４  各専門委員会の審議結果                                P7 

２ 議  事

○第１号議案  第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

        島根県準備委員会専門委員会規程改正（案）                  P11 

○第２号議案  第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

        開催準備総合計画改正（案）                                P16 

○第３号議案  第８４回国民スポーツ大会競技運営基本方針（案）            P20 

○第４号議案  第８４回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針（案）        P22 

○第５号議案  第８４回国民スポーツ大会公開競技実施基本方針（案）        P23 

○第６号議案  第８４回国民スポーツ大会 

デモンストレーションスポーツ実施基本方針（案）            P24 

○第７号議案  第８４回国民スポーツ大会審判員・要資格運営員養成計画（案）P25 

○第８号議案  第８４回国民スポーツ大会競技用具整備基本方針（案）        P29 

○第９号議案  第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

島根県準備委員会関係規程等の一部変更（案）                P30 
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１ 報  告 
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　常任委員 （順不同・敬称略）

機関・団体名及び役職 新任者 前任者 変更年月日

島根県総務部長 籏野　敏行 山口　研悟 令和4年6月27日

島根県健康福祉部長 安食　治外 小村　浩二 令和4年4月1日

島根県土木部長 五十川　泰史 井田　悦男 令和4年4月1日

島根県病院局長 井手　久武 家本　賢 令和4年4月1日

島根県議会事務局長 坂本　美和子 糸賀　克已 令和4年4月1日

島根県警察本部長 中井　淳一 池田　宏 令和4年8月29日

島根県市議会議長会会長 永田　巳好 川神　裕司 令和4年4月8日

島根県スポーツ推進審議会会長 境　英俊 岸本　強 令和4年8月1日

島根県小学校体育連盟会長 持田　健司 矢田　誠司 令和4年5月27日

島根県中学校長会会長 奈良井　孝 門脇　岳彦 令和4年4月22日

島根県公立高等学校長協会会長 木原　和典 常松　徹 令和4年4月18日

島根県私立中学高等学校連盟会長 水谷　厚志 大多和　聡宏 令和4年4月1日

島根経済同友会代表幹事 川上　裕治 山崎　徹 令和4年6月2日

公益社団法人日本青年会議所
中国地区島根ブロック協議会会長

安島 篤志 名田　勝之 令和5年1月1日

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

島根県準備委員会　常任委員の変更

　令和３年１０月１２日から令和５年３月９日までの間における常任委員の変更について
は、次のとおりである。

※前任者は第2回常任委員会開催時点（R3.10.12）の常任委員を、変更年月日は新任者の就
任日を記載しています。

第３回常任委員会 報告事項１
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内　　　　　　容

平成30年 9月3日 　（公財）島根県体育協会が理事会・臨時評議員会で、第84回
（2029年）国民体育大会招致を決議

9月10日 （公財）島根県体育協会が、第84回（2029年）国民体育大会招
致に関する要望書を、（公財）島根県障害者スポーツ協会が第29
回（2029年）全国障害者スポーツ大会招致要望書を、それぞれ
県、県議会、県教育委員会に提出

9月26日 県議会が「第84回国民体育大会及び第29回全国障害者スポーツ
大会の招致に関する決議」を全会一致で可決

10月25日 知事が県議会全員協議会において、両大会を2029年に招致する
ことを表明

11月7日
11月8日

県、（公財）島根県体育協会、県教育委員会が連名で、開催要
望書を（公財）日本スポーツ協会と文部科学省に提出

12月13日 （公財）日本スポーツ協会国体委員会において、第84回（2029
年）国民体育大会の島根県開催が了承

平成31年 1月16日 （公財）日本スポーツ協会理事会において、第84回（2029年）
国民体育大会の島根県開催が内々定

令和元年 10月1日 島根県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会検討懇話会
を設置、３回にわたり会議を開催

令和2年 6月3日 島根県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会検討懇話会
の提言書を岸本強座長より知事に提出

9月25日 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者ス
ポーツ協会、文部科学省・スポーツ庁及び鹿児島県の４者が鹿児
島国体及び鹿児島大会を令和５年に開催することを決定し、これ
により本県で開催予定の第84回国民スポーツ大会及び第29回全国
障害者スポーツ大会を令和12年に１年延期することが決定

10月2日 第84回国民スポーツ大会・第29回全国障害者スポーツ大会島根
県準備委員会設立総会・第１回総会を開催

令和3年 3月22日 　準備委員会第１回常任委員会を開催

年　月　日

これまでの大会準備経過

第３回常任委員会 報告事項２
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内　　　　　　容年　月　日

令和3年 7月13日
7月14日

令和３年度国スポ・障スポ県・市町村連絡会議をオンラインで
開催

7月29日 　準備委員会第１回総務企画専門委員会を開催

9月7日 　準備委員会第１回広報・機運醸成専門委員会を開催

10月7日 　準備委員会第２回総務企画専門委員会を開催

10月12日 　準備委員会第２回常任委員会を開催

令和4年 2月16日 　準備委員会愛称・スローガン選定部会を開催

3月7日 　準備委員会第２回広報・機運醸成専門委員会を開催

3月11日 　準備委員会第３回総務企画専門委員会を開催

3月11日 　準備委員会第１回競技運営専門委員会を開催

3月16日 　準備委員会第２回総会を開催

8月30日 　令和４年度国スポ・障スポ県・市町村連絡会議を開催

10月20日 　準備委員会第３回広報・機運醸成専門委員会を開催

12月7日 　準備委員会第４回総務企画専門委員会を開催

12月16日 　準備委員会第３回総会を開催

令和5年 1月17日 　準備委員会第２回競技運営専門委員会を開催

2月17日 　準備委員会第５回総務企画専門委員会を開催（書面開催）

3月9日 　準備委員会第３回常任委員会を開催（書面開催）
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第２回常任委員会以降の決定事項

別冊の資料をご確認ください。 

第３回常任委員会 報告事項３
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各専門委員会の審議結果

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会島根県準備委員

会会則第 13 条第２項の規定に基づき、第２回常任委員会以降の各専門委員会の審

議結果について下記のとおり報告する。 

○総務企画専門委員会 

〔第３回〕 

  開催日時 令和４年３月 11 日（金） 

  審議事項 (1)第８４回国民スポーツ大会会場地市町村第３次選定（案） 

  審議結果 原案のとおり承認 

〔第４回〕 

  開催日時 令和４年 12 月７日（水） 

  審議事項 (1)第８４回国民スポーツ大会会場地市町村第４次選定（案） 

       (2)全国障害者スポーツ大会の略称の変更（案） 

  審議結果 原案のとおり承認 

〔第５回〕 （書面開催） 

  開催日時 令和５年２月 17 日（金）書面決議書締切 

  審議事項  (1)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

                島根県準備委員会専門委員会規程改正（案） 

(2)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

開催準備総合計画改正（案）                  

(3)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

島根県準備委員会関係規程等の一部変更（案）      

  審議結果 原案のとおり承認 

第３回常任委員会 報告事項４
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○広報・機運醸成専門委員会 

〔第２回〕 

  開催日時 令和４年３月７日（月） 

  審議事項  (1)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

愛称・スローガンの選定（案）             

(2)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

マスコットキャラクター（案）             

(3)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

        令和４年度の事業計画（案） ※広報・機運醸成に係る事業

審議結果 原案のとおり承認 

〔第３回〕 

  開催日時 令和４年 10 月 20 日（木） 

  審議事項 (1)全国障害者スポーツ大会の略称統一に伴う 

愛称の一部変更（案）             

(2)第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会

        ロゴデザイン（案）           

審議結果 (1)原案のとおり承認 

      (2)原案のとおり決定 
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○競技運営専門委員会 

〔第１回〕 

  開催日時 令和４年３月 11 日（金） 

  審議事項 (1)第８４回国民スポーツ大会競技役員等編成基本方針（案）

       (2)第８４回国民スポーツ大会競技役員等養成基本方針（案） 

(3)第８４回国民スポーツ大会競技役員等養成基本計画（案）

審議結果 原案のとおり承認 

〔第２回〕 

  開催日時 令和５年１月 17 日（火） 

  審議事項 (1)第８４回国民スポーツ大会競技運営基本方針（案） 

       (2)第８４回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針（案） 

(3)第８４回国民スポーツ大会公開競技実施基本方針（案） 

(4)第８４回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ 

実施基本方針（案） 

(5)第８４回国民スポーツ大会審判員・要資格運営員 

養成計画（案） 

(6)第８４回国民スポーツ大会競技用具整備基本方針（案） 

審議結果 原案のとおり承認 
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２ 議  事 
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第３回常任委員会 第１号議案 

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

島根県準備委員会専門委員会規程改正（案）

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会島根県準備委

員会専門委員会規程を次のとおり改正する。 

１ 改正の理由 

 全国障害者スポーツ大会の競技運営に関すること等を検討するため、新た 

に全国障害者スポーツ大会専門委員会を設置する。 

また、県民運動の推進やボランティアの養成等を行う目的で新たに設置す 

る予定としていた「地域づくり専門委員会」については、広報・機運醸成の 

取組に合わせて一体的に進める必要があることから、これを「広報・機運醸 

成専門委員会」に統合・改組し、名称を「広報・地域づくり専門委員会」に 

変更する。 

２ 改正の内容 

別紙のとおり 

３ 施行日 

令和５年 月 日 
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改正前 改正後 

第１条～第６条 ［略］ 

別表（第２条関係） 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

［略］  ［略］ 

競技運営 

専門委員会 

［略］ ［略］ 

広報・機運

醸成 

専門委員会 

１ 広報の基

本的事項に

関すること 

２ 機運醸成

の基本的事

項に関する

こと 

３ その他広

報及び機運

醸成に係る

重要な事項

に関するこ

と 

１ 広報及び

啓発の実施

に関するこ

と 

２ 機運醸成

の推進に関

すること 

３ 愛称・ス

ローガン、

マスコット

等に関する

こと 

４ 報道機関

との調整に

関すること 

５ 記録映像

及び記録写

真に関する

こと 

６ その他広

報及び機運

醸成に関す

ること（重

要な事項を

除く。） 

第１条～第６条 ［略］ 

別表（第２条関係） 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

［略］ ［略］ 

競技運営 

専門委員会 

［略］ ［略］ 

広報・地域づ

くり 

専門委員会 

１ 広報の基 

本的事項に

関すること 

２ 機運醸成

の基本的事

項に関する

こと 

３ 地域づく

りの基本的

事項に関す

ること 

４ その他広

報、機運醸

成及び地域

づくりに係

る重要な事

項に関する

こと 

１ 広報及び

啓発の実施

に関するこ

と 

２ 機運醸成

の推進に関

すること 

３ 愛称・ス

ローガン、

マスコット

等に関する

こと 

４ 県民運動

の推進など

地域づくり

に関するこ

と 

５ ボランテ 

ィアの募

集・養成に

関すること 

６ 報道機関

との調整に

関すること 

７ 記録映像

及び記録写

真に関する

こと 

８ その他広

報、機運醸

成及び地域

づくりに関

すること

（重要な事

項を除く。） 

新旧対照表 
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全国障害者 

スポーツ大会 

専門委員会 

１ 第 29 回

全国障害者

スポーツ大

会（以下

「全スポ」

という。）

の競技運営

に係る計画

の立案に関

すること 

２ その他全

スポの運営

に係る重要

な事項に関

すること 

１ 全スポの

競技運営に

係る計画の

推進に関す

ること 

２ その他全

スポの運営

に関するこ

と（他の専

門委員会の

委任事項を

除く。） 
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第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

島根県準備委員会専門委員会規程

（趣旨） 

第１条 この規程は、第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポー

ツ大会島根県準備委員会会則第13条第３項の規定に基づき、第８４回国民ス

ポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会島根県準備委員会専門委員会

（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表

のとおりとする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委 員 長 １名 

(2) 副委員長 若干名 

２ 委員長及び副委員長は、第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者

スポーツ大会島根県準備委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

３ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聴くことができる。 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会長の承認を得て別に定める。 

附 則 

この規程は、令和３年３月 22 日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和 年 月  日から施行する。 

参考（改正後全文） 
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別表（第２条関係）                          

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 総合的な計画の立案に関するこ 

 と 

２ 会場地選定に関すること 

３ 県及び会場地市町村の業務分担・

経費負担に関すること 

４ 競技施設及び関連施設の基本的事

項に関すること 

５ 開・閉会式会場及び関連施設の基 

本的事項に関すること 

６ 情報通信施設の基本的事項に関す

ること 

７ 他の専門委員会に属さない重要な

事項に関すること

１ 総合的な計画の推進に関すること 

２ 文化プログラムに関すること 

３ 競技施設及び関連施設の調査、調

整等に関すること 

４ 開・閉会式会場及び関連施設の調

査、調整等に関すること 

５ 情報通信施設の調査、調整等に関

すること 

６ 他の専門委員会に属さない事項に

関すること（重要な事項を除く。）

競技運営 

専門委員会 

１ 競技運営等の基本的事項に関する

こと 

２ 実施予定競技の選択に関すること 

３ その他競技運営に係る重要な事項

に関すること 

１ 競技運営に係る計画の推進に関す

ること 

２ 競技役員等の養成及び編成に関す

ること 

３ デモンストレーションスポーツに

関すること 

４ 競技用具の整備に関すること  

５ リハーサル大会に関すること 

６ 競技記録に関すること 

７ その他競技運営に関すること（重

要な事項を除く。） 

広報・地域づくり

専門委員会 

１ 広報の基本的事項に関すること 

２ 機運醸成の基本的事項に関するこ

と 

３ 地域づくりの基本的事項に関する

こと 

４ その他広報、機運醸成及び地域づ

くりに係る重要な事項に関すること 

１ 広報及び啓発の実施に関すること 

２ 機運醸成の推進に関すること 

３ 愛称・スローガン、マスコット等

に関すること 

４ 県民運動の推進など地域づくりに 

関すること 

５ ボランティアの募集・養成に関す 

ること 

６ 報道機関との調整に関すること 

７ 記録映像及び記録写真に関するこ 

 と 

８ その他広報、機運醸成及び地域づ

くりに関すること（重要な事項を除

く。） 

全国障害者 

スポーツ大会 

専門委員会 

１ 第 29 回全国障害者スポーツ大会

（以下「全スポ」という。）の競技

運営に係る計画の立案に関すること 

２ その他全スポの運営に係る重要な

事項に関すること 

１ 全スポの競技運営に係る計画の推

進に関すること 

２ その他全スポの運営に関すること

（他の専門委員会の委任事項を除

く。） 
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2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 2026（R8） 2027（R9） 2028（R10） 2029（R11） 2030（R12）

（開催12年前）
内々定

（開催11年前） （開催10年前） （開催9年前） （開催8年前） （開催7年前） （開催6年前）
（開催5年前）
内定

（開催4年前）
（開催3年前）
決定

（開催2年前） （開催1年前） 開催年

開催要望書提出
（日ス協・文科省）

中央競技団体視察 開催申請書提出
（日ス協・文科省）

日ス協・文科省視察
決定書受領（会期確定）

中央競技団体視察

市町村

競技団体

文化プログラム

情報通信

行幸啓等

総合案内

競技用具

広報

式　典

会　場

福井 茨城 （延期：鹿児島） （中止：三重） 栃木 鹿児島 佐賀 滋賀 青森 宮崎 長野 群馬 島根

輸送・交通

式典・会場

警備・消防

全国障害者スポーツ大会

募金・協賛

国体・国スポ開催県（参考）

機運醸成

魅力発信・誘客

宿泊・衛生

宿　泊

医事・衛生

広報 ・
地域づくり

地域づくり

県

準

備

委

員

会

（

実

行

委

員

会

）

組　織

全体計画

専

門

委

員

会

総務企画

会場地選定

競　技
式典会場

競技運営
競技運営

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画改正（案）

年　度

逆　年

開催手続

準備組織等

県

島根の魅力発信に向けた取組の検討・推進

全国報道者会議

情報通信本部

地域経済活性化に向けた取組の検討・推進

情報通信システムの調整

県・市町村の競技施設及び式典会場整備の推進

競技役員等の養成、ボランティア募集・養成等

競技用具整備

県民運動の推進（各種グッズの作成及び配布、花いっぱい運動等の実施団体支援など）

ボランティアの募集・養成

行幸啓の準備（行幸啓・お成り計画、警衛計画） 行幸啓等最終調整

会場地市町村選定基準

県及び会場地市町村の

業務分担・経費負担基本方針

業務分担・経費負担細目

競技役員等編成基本方針

競技役員等養成基本方針

競技役員等養成基本計画

競技用具整備基本方針

市町村担当者会議

競技団体担当者会議

国スポ担当スタッフ設置

（スポーツ振興課内）

市町村及び競技団体への意向調査・ヒアリング、選定調整

文化プログラム基本方針

競技運営基本方針

競技運営計画

競技役員等養成計画

広報基本方針、基本計画

文化プログラム実施計画・実施要項・募集

競技役員等養成の推進

県行幸啓本部

会場地市町村国スポ準備委員会（随時設置） 会場地市町村国スポ実行委員会

国民スポーツ大会・

全国障害者スポーツ大会

実行委員会

総合案内基本方針 総合案内準備の推進

競技役員等養成事業

競技用具整備計画 競技用具整備の推進

時期に応じた講演会・スポーツイベント等の実施

県民運動基本方針

県民運動基本計画

宿泊基礎調査 宿泊施設実態調査

宿泊基本方針 宿泊基本計画

医事・衛生基本方針

医事・衛生基本計画

医事・衛生対策各種要項 医療救護実施要項

医事・衛生準備の推進（食品衛生、環境衛生、防疫対策等）

輸送・交通基本方針 輸送・交通基本計画 輸送・交通業務指針 全国輸送基礎調査 開・閉会式輸送計画

交通規制計画

全国輸送計画・会場地輸送調整

式典基本方針 式典基本構想 式典基本計画 式典準備の推進（式典演技、式典音楽、炬火リレー、リハーサル等）

会場管理基本方針 会場管理基本計画 会場管理体制の整備

警備・消防・防災

基本方針・基本計画 警備・消防・防災準備の推進（関係機関との協力体制構築、業務指針、マニュアル等の作成など）

募金・企業協賛

推進基本方針・要項

募金・企業協賛活動の推進

宿泊料金決定 宿泊要項

宿泊準備の推進（総合配宿計画、広域配宿及び民泊基本計画等）

標準献立作成方針 標準献立普及実施要領 標準献立普及講習

広報活動の推進（ホームページ、SNS、広報誌、チラシ、ポスター、各種メディア活用、懸垂幕、横断幕、記録映像等）

リハーサル大会

開催準備要項
リハーサル大会実施本部

記録業務基本方針 記録関係業務基本計画 記録関係業務運営要綱

競技役員等編成

大会実施本部

警衛本部

市町村競技会実施本部

文化プログラム実施

総合案内

総監督会議

記録本部

総合・競技別

プログラム

情報通信本部報道本部

宿泊本部

救護本部・救護所

輸送本部

式典本部

警備本部

消防・防災本部

国スポ・全スポ検討懇話会 国スポ・全スポ準備委員会

総 会

常任委員会

総務企画専門委員会

競技運営専門委員会

広報・機運醸成専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

輸送・交通専門委員会

式典専門委員会

警備・消防専門委員会

募金・協賛推進委員会

【提言内容】

・目指す成果と開催の意義

・島根における大会のあり方

・取組の方向性

開催基本構想策定

国スポ正式競技・特別競技 会場地市町村選定（数次） 国スポ 公開競技・デモンストレーションスポーツ 会場地市町村選定

開催準備総合計画（随時更新）

国スポ準備室設置

（スポーツ振興課内）

第
84
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・

第
29
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

業務の増加・細分化に応じて組織を拡充（課の設置など） 国スポ準備局設置

最終総会

解散

全国障害者スポーツ大会

専門委員会

開催基本方針

会場地市町村選定基本方針

総合開・閉会式会場選定

競技施設基礎調査 競技施設詳細調査

競技力向上対策本部

設置

大会報告書

輸送・交通等に関する調整・施設整備の推進

全スポ開催に向けた課題の整理 国スポとの一体的な開催に向けた構想の検討

オープン競技実施基本方針

主会場周辺の輸送・

交通等に関する調査

魅力発信・誘客専門委員会

情報通信基本方針 情報通信基本計画

競技施設整備基本方針 競技施設整備計画競技施設基準

マスコットキャラクター、イメージソング等の作成検討（募集・決定）愛称、スローガン募集・決定

全スポ オープン競技 会場地市町村選定全スポ 個人競技・団体競技 会場地市町村選定

開催準備総合計画（１次）

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会

主会場周辺の輸送・交通等に係る課題整理、調整

広報・地域づくり専門委員会

公開競技実施基本方針

デモンストレーション

スポーツ実施基本方針

デモンストレーションスポーツ実施競技選定

第３回常任委員会 第２号議案

競技用具整備の検討

-16--16-



2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 2025（R7） 2026（R8） 2027（R9） 2028（R10） 2029（R11） 2030（R12）

（開催12年前）
内々定

（開催11年前） （開催10年前） （開催9年前） （開催8年前） （開催7年前） （開催6年前）
（開催5年前）
内定

（開催4年前）
（開催3年前）
決定

（開催2年前） （開催1年前） 開催年

開催要望書提出
（日ス協・文科省）

中央競技団体視察 開催申請書提出
（日ス協・文科省）

日ス協・文科省視察
決定書受領（会期確定）

中央競技団体視察

市町村

競技団体

文化プログラム

情報通信

行幸啓等

総合案内

競技用具

広　報

地域経済活性化

式　典

会　場

福井 茨城 （延期：鹿児島） （中止：三重） 栃木 鹿児島 佐賀 滋賀 青森 宮崎 長野 群馬 島根

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画

国体・国スポ開催県（参考）

募金・協賛

組　織

県民運動
地域連携

宿泊・衛生

宿　泊

医事・衛生

輸送・交通

式典・会場

警備・消防

広報・機運醸成

年　度

逆　年

開催手続

準備組織等

県

県

準

備

委

員

会

（

実

行

委

員

会

）

総務企画

全国障害者スポーツ大会

専

門

委

員

会

全体計画

会場地選定

競技運営
競技運営

地域づくり

魅力発信・誘客

競　技
式典会場

機運醸成
全国報道者会議

情報通信本部

地域経済活性化に向けた取組の検討・推進

情報通信システムの調整

県・市町村の競技施設及び式典会場整備の推進

島根の魅力発信に向けた取組の検討・推進

競技役員等の養成、ボランティア募集・養成等

競技用具整備

県民運動の推進（各種グッズの作成及び配布、花いっぱい運動等の実施団体支援など）

ボランティアの募集・養成

行幸啓の準備（行幸啓・お成り計画、警衛計画） 行幸啓等最終調整

会場地市町村選定基準

県及び会場地市町村の

業務分担・経費負担基本方針

業務分担・経費負担細目

競技役員等編成基本方針

競技役員等養成基本方針

競技役員等養成基本計画

競技用具整備基本方針

市町村担当者会議

競技団体担当者会議

国スポ担当スタッフ設置

（スポーツ振興課内）

市町村及び競技団体への意向調査・ヒアリング、選定調整

文化プログラム基本方針

競技運営基本方針

競技運営計画

競技役員等養成計画

広報基本方針、基本計画

文化プログラム実施計画・実施要項・募集

競技役員等養成の推進

県行幸啓本部

会場地市町村国スポ準備委員会（随時設置） 会場地市町村国スポ実行委員会

国民スポーツ大会・

全国障害者スポーツ大会

実行委員会

総合案内基本方針 総合案内準備の推進

競技役員等養成事業

競技用具整備計画 競技用具整備の推進

時期に応じた講演会・スポーツイベント等の実施

県民運動基本方針 県民運動基本計画

宿泊基礎調査 宿泊施設実態調査

宿泊基本方針 宿泊基本計画

医事・衛生基本方針

医事・衛生基本計画

医事・衛生対策各種要項 医療救護実施要項

医事・衛生準備の推進（食品衛生、環境衛生、防疫対策等）

輸送・交通基本方針 輸送・交通基本計画 輸送・交通業務指針 全国輸送基礎調査 開・閉会式輸送計画

交通規制計画

全国輸送計画・会場地輸送調整

式典基本方針 式典基本構想 式典基本計画 式典準備の推進（式典演技、式典音楽、炬火リレー、リハーサル等）

会場管理基本方針 会場管理基本計画 会場管理体制の整備

警備・消防・防災

基本方針・基本計画 警備・消防・防災準備の推進（関係機関との協力体制構築、業務指針、マニュアル等の作成など）

募金・企業協賛

推進基本方針・要項

募金・企業協賛活動の推進

宿泊料金決定 宿泊要項

宿泊準備の推進（総合配宿計画、広域配宿及び民泊基本計画等）

標準献立作成方針 標準献立普及実施要領 標準献立普及講習

広報活動の推進（ホームページ、SNS、広報誌、チラシ、ポスター、各種メディア活用、懸垂幕、横断幕、記録映像等）

公開競技実施基本方針

デモンストレーション

スポーツ実施基本方針

デモンストレーションスポーツ実施競技選定

リハーサル大会

開催準備要項
リハーサル大会実施本部

記録業務基本方針 記録関係業務基本計画 記録関係業務運営要綱

競技役員等編成

大会実施本部

警衛本部

市町村競技会実施本部

文化プログラム実施

総合案内

総監督会議

記録本部

総合・競技別

プログラム

情報通信本部報道本部

宿泊本部

救護本部・救護所

輸送本部

式典本部

警備本部

消防・防災本部

国スポ・全スポ検討懇話会 国スポ・全スポ準備委員会

総 会

常任委員会

総務企画専門委員会

競技運営専門委員会

広報・機運醸成専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

輸送・交通専門委員会

式典専門委員会

警備・消防専門委員会

募金・協賛推進委員会

【提言内容】

・目指す成果と開催の意義

・島根における大会のあり方

・取組の方向性

開催基本構想策定

国スポ正式競技・特別競技 会場地市町村選定（数次） 国スポ 公開競技・デモンストレーションスポーツ 会場地市町村選定

開催準備総合計画（随時更新）

国スポ準備室設置

（スポーツ振興課内）

第
84
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・

第
29
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

業務の増加・細分化に応じて組織を拡充（課の設置など） 国スポ準備局設置

最終総会

解散

地域づくり専門委員会 全国障害者スポーツ大会

専門委員会

開催基本方針

会場地市町村選定基本方針

総合開・閉会式会場選定

競技施設基礎調査 競技施設詳細調査

競技力向上対策本部

設置

大会報告書

輸送・交通等に関する調整・施設整備の推進

全スポ開催に向けた課題の整理 国スポとの一体的な開催に向けた構想の検討

オープン競技実施基本方針

主会場周辺の輸送・

交通等に関する調査

魅力発信・誘客専門委員会

情報通信基本方針 情報通信基本計画

競技施設整備基本方針 競技施設整備計画競技施設基準

マスコットキャラクター、イメージソング等の作成検討（募集・決定）愛称、スローガン募集・決定

全スポ オープン競技 会場地市町村選定全スポ 個人競技・団体競技 会場地市町村選定

開催準備総合計画（１次）

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会

主会場周辺の輸送・交通等に係る課題整理、調整

参考（改正前）
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第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画改正（案） 参考（改正内容朱書）
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大会別

競技区分 正式競技・特別競技 公開競技
デモンストレーション

スポーツ

性格・
位置づけ

各年齢層にわたって普
及が認められ、国民の
間に広く浸透している
競技を実施

正式競技以外の競技を
対象に、競技の普及、
スポーツの推進、生涯
スポーツ社会の実現の
観点から実施すること
ができる

年齢や性別、障がいの有
無を問わず、気軽に多く
の県民が参加できるス
ポーツイベントを実施す
ることができる

開催期間
原則１１日以内
（９月中旬～
　１０月中旬）

４日間を上限
（４月１日～
　　大会会期内）

原則１日
（４月１日～
　　大会会期内）

参加者 都道府県選手団 全国から参加 県内の在住者

○正式競技
　（３７競技）
○特別競技
　（１競技）

○綱引、ゲートボー
ル、武術太極拳、パ
ワーリフティング、グ
ラウンド・ゴルフ、バ
ウンドテニス、エアロ
ビック、スポーツチャ
ンバラ、ダンススポー
ツ（９競技）

○県スポーツ協会に加
盟、又は同協会が推薦す
る競技・レクリエーショ
ン
（例: ウォーキング、ペ
タンク、ママさんバ
レー、スポーツ吹矢、か
るた競技など）

天皇杯・皇后杯の得点
対象
（特別競技は対象外）

競技の
運営

○競技団体
○会場地市町村

原則、中央競技団体が
主導的に行う

県競技団体等が、会場地
市町村の協力を得ながら
行う

第84回国民スポーツ大会における実施競技について

国民スポーツ大会

実施競技

天皇杯・皇后杯の得点対象としない

参考資料

（第３号～第６号議案）
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第 84 回国民スポーツ大会 競技運営基本方針（案） 

 第 84 回国民スポーツ大会の競技運営については、公益財団法人日本スポーツ協

会（以下「日本スポーツ協会」という。）の定める国民体育大会開催基準要項及び

同細則並びに第 84 回国民スポーツ大会・第 29 回全国障害者スポーツ大会開催基

本方針に基づき、次の方針により実施する。 

１ 実施競技 

 国民スポーツ大会の実施競技は、正式競技、特別競技、公開競技及びデモンス

トレーションスポーツとする。 

２ 競技運営の主管 

 正式競技、特別競技及び公開競技の運営は、日本スポーツ協会加盟の各競技団

体及び公益財団法人日本高等学校野球連盟が主管する。 

  デモンストレーションスポーツの運営は、県競技団体等が主管する。 

３ 競技役員等の編成 

 正式競技及び特別競技の競技役員等の編成は、日本スポーツ協会の定める国

民体育大会各競技会開催にあたる競技役員編成基準及び第84回国民スポーツ大

会競技役員等編成基本方針に基づき行うものとする。 

 公開競技は、日本スポーツ協会加盟の各競技団体の責任において編成するも

のとする。 

 デモンストレーションスポーツは、主管する競技団体等の責任において編成

するものとする。 

４ 競技用具の整備 

 競技用具は、第 84 回国民スポーツ大会競技用具整備基本方針に基づき、県、

会場地市町村において計画的に整備するものとする。 

５ 記録業務 

 競技記録及び成績の収集・速報は、県及び会場地市町村が、競技団体と連携を

図り、迅速かつ正確に処理する。 

６ リハーサル大会の実施 

 競技会の運営能力の向上を図るためにリハーサル大会を実施する場合は、会

場地市町村と競技団体が協力して、運営全般にわたって習熟を図るとともに、第

84 回国民スポーツ大会及び各種競技に対する県民の関心を高め、理解を深める

よう努めるものとする。 

第３回常任委員会 第３号議案
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７ その他 

 その他、競技運営の諸企画及び実施に当たっては、競技団体及び関係機関と十

分な連携を図り、適切に行うものとする。 
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第３回常任委員会 第４号議案 

第 84 回国民スポーツ大会 実施競技選択基本方針（案） 

 第 84 回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）における実施競技の区分は、

本県のスポーツの現状及び大会後におけるスポーツの推進を考慮しながら、次の

とおり選択する。 

１ 正式競技は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」とい

う。）が定める国民体育大会開催基準要項及び同細則による競技で、公益財団法

人島根県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。）に加盟する競技団体

の競技とする。 

２ 特別競技は、高等学校野球（硬式・軟式）とする。 

３ 公開競技は、綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウ

ンド・ゴルフ、バウンドテニス、エアロビック、スポーツチャンバラ及びダンス

スポーツの９競技のうち、中央競技団体等と協議の上、実施競技を選択する。 

４ デモンストレーションスポーツは、日本スポーツ協会の定める国民体育大会

デモンストレーションスポーツ実施基準により、正式競技、特別競技及び公開競

技以外の競技のうち、県スポーツ協会に加盟している競技団体又は県スポーツ

協会が推薦するスポーツ・レクリエーション団体（以下「競技団体等」という。）

の競技の中から、市町村の希望や競技団体等の意向を踏まえて実施競技を選択

する。 
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第３回常任委員会 第５号議案 

第 84 回国民スポーツ大会公開競技実施基本方針（案） 

 第 84 回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）において実施する公開競技

は、公益財団法人日本スポーツ協会の定める国民体育大会開催基準要項及び同細

則、国民体育大会公開競技実施基準並びに第 84 回国民スポーツ大会・第 29 回全

国障害者スポーツ大会開催基本方針に基づき、次の方針により実施する。 

１ 実施目的 

（1）大会を契機として、競技の普及及びスポーツの振興を図り、生涯スポーツ社

会の実現を推進する。 

（2）県民が多くのスポーツに触れ合う機会を増やすことにより、県民一人ひとり

がスポーツを通した健康増進や生きがいづくりに取り組み、スポーツの喜び

や楽しさを享受できる大会を目指す。 

２ 実施競技の選択 

  実施競技は、第 84 回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針に基づき次の事

項について総合的に検討し、選択する。 

 （1）競技を実施することにより、大会終了後においても、県内での当該競技の普

及・振興が推進されること。 

 （2）当該県競技団体の組織が整備されており、競技運営能力があること。 

 （3）当該中央・県競技団体の開催意欲とともに、市町村の開催希望があること。 

３ 会場地市町村の選定 

  会場地は、第 84 回国民スポーツ大会・第 29 回全国障害者スポーツ大会会場

地市町村選定基本方針に基づき、次の事項について総合的に検討し、選定する。 

 （1）市町村と競技団体の意向が合致すること。 

 （2）実施する公開競技の普及・振興を推進する市町村であること。 

 （3）実施する公開競技の開催に必要な競技施設を有する市町村であること。 

４ 実施方法、実施時期及び期間 

 （1）実施方法及びその他の必要な事項は、別に定める。 

 （2）実施時期は、大会開催年度の 4月 1日から閉会までの期間とする。ただし、

総合開・閉会式当日は除くものとする。 

 （3）実施期間は、4日間を上限とする。 

５ 業務分担及び経費負担 

 （1）競技会の準備及び開催運営に係る業務は、当該中央競技団体が主導で行うも

のとし、その経費については当該中央競技団体の負担とする。 

 （2）参加料、参加者旅費等、当該競技会参加に関する経費については、原則とし

て競技会参加者の自己負担とする。 
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第 84 回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針（案） 

 第 84 回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）において実施するデモンスト

レーションスポーツ（以下「デモスポ」という。）は、公益財団法人日本スポーツ

協会の定める国民体育大会開催基準要項及び同細則、国民体育大会デモンストレ

ーションスポーツ実施基準並びに第 84 回国民スポーツ大会・第 29 回全国障害者

スポーツ大会開催基本方針に基づき、次の方針により実施する。 

１ 実施目的 

 （1）デモスポの実施により、県民の大会への参加機会をより多く設けるととも

に、県民が生涯を通じて、いつでも、どこでも、だれでもスポーツに親しみ、

さらに、スポーツの楽しさや喜びを感じられる大会を目指す。 

 （2）デモスポへの参加を通じて、世代間や地域間の交流の輪を広げ、県の全域で

「縁」や「つながり」を強める契機とする。 

（3）デモスポを通じて、より多くの県民がスポーツに関わり、スポーツの力で楽

しく健康で生き生きと暮らせる島根を目指す。

２ 実施競技の選択 

  実施競技は、第 84 回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針に基づき、次の

事項について総合的に検討し、選択する。 

 （1）正式競技、特別競技、公開競技以外の競技で公益財団法人島根県スポーツ協

会に加盟又は推薦する競技・レクリエーションであること。 

 （2）広く県民に普及していること、又は普及する見込みがあること。 

 （3）競技団体の組織が整備されており、競技運営能力があること。 

 （4）原則として既存施設での開催が可能であること。 

 （5）市町村及び競技団体の開催希望があること。 

３ 会場地市町村の選定 

  会場地は、第 84 回国民スポーツ大会・第 29 回全国障害者スポーツ大会会場

地市町村選定基本方針に基づき、次の事項について総合的に検討し、選定する。 

（1）市町村と競技団体の意向が合致すること。 

 （2）実施するデモスポの普及・振興を推進する市町村であること。 

 （3）実施するデモスポの開催に必要な競技施設を有する市町村であること。 

４ 実施方法、実施時期及び期間 

 （1）実施方法及びその他の必要な事項は、別に定める。 

 （2）実施時期は、大会開催年度の 4月 1日から閉会までの期間とする。ただし、

総合開・閉会式当日は除くものとする。 

 （3）実施期間は、原則として１日とする。 

５ 業務分担及び経費負担 

  業務分担及び経費負担は、第 84 回国民スポーツ大会県及び会場地市町村の業

務分担・経費負担基本方針の定めるところによる。 

第３回常任委員会 第６号議案 
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第 84 回国民スポーツ大会 審判員・要資格運営員養成計画（案） 

１ 趣旨 

  第 84回国民スポーツ大会の各競技会の円滑な運営と本県及び地域スポーツの

一層の普及・振興を目的に、審判員及び要資格運営員の資格取得、資格維持及び

資質向上を図るため、審判員・要資格運営員養成計画を作成し、計画的かつ円滑

に事業を推進する。 

２ 基本的事項 

  下記に基づいて第 84 回国民スポーツ大会の審判員・要資格運営員養成計画を

作成する。 

 （1）国民体育大会各競技会開催にあたる競技役員編成基準（（公財）日本スポー

ツ協会） 

 （2）第 84 回国民スポーツ大会競技役員等編成基本方針 

 （3）第 84 回国民スポーツ大会競技役員等養成基本方針 

 （4）第 84 回国民スポーツ大会競技役員等養成基本計画 

 （5）競技団体役員数の現状 

３ 養成目標数 

  審判員及び要資格運営員の養成目標数【別表１】 

４ 養成年次計画 

  各競技団体が養成年次計画を作成して養成する。【別表２・３】 

５ 養成方法 

  中央講習会等への派遣及び県内講習会の開催等により養成する。 

６ その他 

  毎年各競技団体の養成状況を確認し、適宜計画を見直すこととする。 

第３回常任委員会 第７号議案 
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第 84 回国民スポーツ大会競技用具整備基本方針（案） 

 第 84 回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）の競技運営に要する器具・用

具（以下「競技用具」という。）については、競技運営に万全を期するとともに、

本県スポーツの普及・振興に資するため、次の方針に基づき計画的に準備する。 

１ 整備の主体 

第 84 回国民スポーツ大会の正式競技及び特別競技の競技用具の整備は、第 84

回国民スポーツ大会県及び会場地市町村の業務分担・経費負担基本方針及び同

細則並びに別に定める競技用具整備計画に基づき、県及び会場地市町村が行う

ものとする。 

公開競技及びデモンストレーションスポーツの競技用具の整備は、主管する

競技団体等において行うものとする。 

２ 推進体制 

競技用具の整備に当たっては、県と競技会場地市町村が十分協議するととも

に、県競技団体、公益財団法人日本スポーツ協会、中央競技団体等と連携の上、

推進するものとする。 

３ 整備方法 

 競技用具は、原則として、県、競技会場地市町村、県競技団体等が現有するも

のを活用することとし、現有の競技用具で不足するものについては借用し、借用

が困難な場合についてのみ購入するものとする。 

４ 配慮が必要な競技用具 

  一般の利活用が見込めない競技用具や通常の競技会運営に必要な競技用具の

量、質を超えて整備しなければならないものについては、別に定める。 

  なお、整備に当たっては、他県との共同調達等を検討するものとする。 

５ 保管・利活用 

  購入する競技用具の保管、大会終了後の利活用等については、県及び競技会場

地市町村がそれぞれの責任において行うものとする。 

第３回常任委員会 第８号議案 
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第３回常任委員会 第９号議案 

第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 

島根県準備委員会関係規程等の一部変更（案） 

公益財団法人島根県体育協会の名称等の変更に伴い、下記のとおり変更する。 

整理
番号

変更箇所 変更前 変更後 理由等

1 県体育協会 県スポーツ協会

令和４年４月１日付けで、公益財団
法人島根県体育協会が「公益財団法
人島根県スポーツ協会」に改称した
ため。

2 市町村体育協会
市町村体育（ス
ポーツ）協会

公益財団法人島根県スポーツ協会加
盟団体の名称における字句等の整理
のため。

3

（１）第84回国民スポーツ
大会競技施設基準（暫定
版）
（２）第84回国民スポーツ
大会会場地市町村選定状況

（１）及び（２）における
競技名

ボート ローイング

公益社団法人日本ボート協会が、令
和５年１月１日付けで名称を「公益
社団法人日本ローイング協会」に改
称し、競技名も「ローイング」へ変
更。
 これを受け、公益財団法人日本ス
ポーツ協会が「国民体育大会開催基
準要項細則」に規定する実施対象競
技を「ボート」から「ローイング」
に変更したため。

第８４回国民スポーツ大会
県及び会場地市町村の業務
分担・経費負担細目 別表
１総務企画
（１）総務関係
県内関係機関・団体等との
連絡調整
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第８４回国民スポーツ大会・第２９回全国障害者スポーツ大会 
島根県準備委員会事務局 
（島根県環境生活部スポーツ振興課内） 
〒690-8501 
島根県松江市殿町１番地 
TEL:0852-22-6096   FAX:0852-22-6274 
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